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○添付書類

変更後にも登録基準に適合することを明らかにするために添付すべき書類は、下表の

とおりとする。

変更内容 左記変更の場合の添付書類

主要な機械器具 変更後の機械器具の概要を記載した書面

保管庫 変更後の保管庫の設置場所及び構造、並びに機械器具等

の保管状態を明らかにする図面等

水質検査室 変更後の検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を

明らかにする図面等

監督者等 変更後の監督者等の氏名を記載した書面及びその者が有

資格者であることを証する書類

作業及び作業に用いる機械器具 変更後の作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の

その他の設備の維持管理の方法 維持管理の方法を記載した書面


